
参加者構成表を提出時に要件を充たしている技術者が、着手までの間に同様に要件を
満たしている場合は変更は可能です。

２．「各種申請等に必要な手数料は、発注者の負担とする。」とあるが確認申請に関
わる申請手数料以外に発生する申請手数料という意味合いでしょうか。

資料名 頁

要求水準書
13

10行目

１．参加者構成表に記載する配置予定技術者は工事着工前までなら実施要領に記
載されている条件を満たす技術者に変更可能でしょうか。

平生町防災公園等
整備事業 公募型
プロポーザル募集

要領

P3

３．平面図には解体とありますが、建具表においてはAW-2「既存のまま・美装」・
LSD-102「新設」とあります。いずれも解体の間違いでしょうか。

貸与資料
D-018

-1
-2

ご指摘があった箇所について、いずれも解体であり誤記載です。
積算については、解体で行っています。

別途資料04適用一覧（工事及びその他調査、官公庁申請手数料等の適用一覧）の記
載内容については、概算費用の中に含まれています。それ以外についても基本的に含
まれていると考えますが、想定外のものについては発注者の負担と考えます。

内 容 回 答内 容 質 問

内 容 質 問 回 答 表

事業名

NO.1

平生町防災公園等整備事業　公募型プロポーザル


